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平成２７年第３回常陸太田市議会定例会会議録 

 

平成２７年９月１８日（金） 

            ──────────────────― 

議 事 日 程（第５号） 

平成２７年９月１８日午前１０時開議 

日程第 １ 委員長報告 議案第４６号ないし議案第６６号 

            請願第２号ないし請願第３号 

日程第 ２ 議案第６７号 常陸太田市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 ３ 議員提案第３号 常陸太田の地酒で乾杯を推進する条例の制定について 

日程第 ４ 議員提案第４号 常陸太田市議会会議規則の一部改正について 

日程第 ５ 議員派遣について 

追 加 日 程 議員提案第５号 教育予算の拡充を求める意見書について 

追 加 日 程 議員提案第６号 ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書について 

            ──────────────────― 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 委員長報告（討論・採決） 

 日程第 ２ 議案第６７号（提案理由説明・採決） 

 日程第 ３ 議員提案第３号（提案理由説明・採決） 

 日程第 ４ 議員提案第４号（提案理由説明・採決） 

 日程第 ５ 議員派遣（採決） 

 追 加 日 程 議員提案第５号（提案理由説明・採決） 

 追 加 日 程 議員提案第６号（提案理由説明・採決） 

             ──────────────────― 

出席議員 

    １１番   深 谷 秀 峰 議 長   １０番   菊 池 伸 也 副議長 

     １番   諏 訪 一 則 議 員    ３番   藤 田 謙 二 議 員 

     ５番   木 村 郁 郎 議 員    ６番   深 谷   渉 議 員 

     ８番   平 山 晶 邦 議 員    ９番   益 子 慎 哉 議 員 

    １２番   高 星 勝 幸 議 員   １３番   成 井 小太郎 議 員 

    １４番   茅 根   猛 議 員   １５番   福 地 正 文 議 員 

    １６番   川 又 照 雄 議 員   １７番   後 藤   守 議 員 

    １８番   黒 沢 義 久 議 員   １９番   髙 木   将 議 員 

    ２０番   宇 野 隆 子 議 員 

            ──────────────────― 

説明のため出席した者 
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       大久保 太 一 市    長    宮 田 達 夫 副 市 長 

       中 原 一 博 教 育 長    植 木   宏 総 務 部 長 

       加 瀬 智 明 政策企画部長    樫 村 浩 治 市民生活部長 

       西 野 千 里 保健福祉部長    滑 川   裕 農 政 部 長 

       山 崎 修 一 商工観光部長    生田目 好 美 建 設 部 長 

       斎 藤 広 美 会 計 管 理 者    井 坂 光 利 上下水道部長 

       江 幡 正 紀 消 防 長    菊 池   武 教 育 次 長 

       鈴 木   淳 秘 書 課 長    笹 川 雅 之 総 務 課 長 

       大和田   隆 監 査 委 員 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

       宇 野 智 明 事 務 局 長    榊   一 行 事 務 局 次 長 

       鴨志田 智 宏 議 事 係 長 

            ──────────────────― 

午前１０時開議 

○深谷秀峰議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は１７名であります。 

 定足数に達しておりますので，直ちに本日の会議を開きます。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたしま

す。 

            ──────────────────― 

 日程第１ 委員長報告 

○深谷秀峰議長 日程第１，委員長報告を行います。 

 議案第４６号から議案第６６号並びに請願第２号及び請願第３号，以上２３件を一括議題とし

て，各常任委員会及び決算特別委員会の審査の経過並びに結果について，各常任委員長及び決算

特別委員長の報告を求めます。 

 総務委員会，高星勝幸委員長の報告を求めます。高星委員長。 

〔総務委員長 高星勝幸議員 登壇〕 

○総務委員長（高星勝幸議員） 皆さん，おはようございます。総務委員会の審査の結果につい

て，お手元に配付してあります報告書の朗読をもって報告させていただきます。平成２７年第３

回常陸太田市議会定例会において本委員会に付託された事件について，審査の結果を常陸太田市

議会会議規則第１１０条の規定によりご報告をいたします。 

 事件番号，件名，審査結果の順にご報告をいたします。 

 議案第４６号常陸太田市個人情報保護条例の一部改正について，原案可決すべきものと決定。 

 議案第４７号常陸太田市財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例の一部改正について，原
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案可決すべきものと決定。 

 議案第６２号平成２７年度常陸太田市一般会計補正予算（第２号）について，原案可決すべき

ものと決定。 

 以上，ご報告をいたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いをいたします。 

○深谷秀峰議長 次，文教民生委員会，深谷渉委員長の報告を求めます。深谷委員長。 

〔文教民生委員長 深谷渉議員 登壇〕 

○文教民生委員長（深谷渉議員） 文教民生委員会の審査の結果について，お手元に配付してあ

ります報告書の朗読をもって報告させていただきます。平成２７年第３回常陸太田市議会定例会

において本委員会に付託された事件について，審査の結果を常陸太田市議会会議規則第１１０条

及び１４３条の規定によりご報告いたします。 

 事件番号，件名，審査の結果の順にご報告いたします。 

 議案第４８号常陸太田市手数料条例の一部改正について，原案可決すべきものと決定。 

 議案第６３号平成２７年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について，原

案可決すべきものと決定。 

 議案第６４号平成２７年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について，

原案可決すべきものと決定。 

 議案第６５号平成２７年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第２号）について，原案可

決すべきものと決定。 

 請願第２号教育予算の拡充を求める請願，採択すべきものと決定。 

 以上，ご報告いたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○深谷秀峰議長 次，産業建設委員会，木村郁郎委員長の報告を求めます。木村委員長。 

〔産業建設委員長 木村郁郎議員 登壇〕 

○産業建設委員長（木村郁郎議員） 産業建設委員会の審査の結果について，お手元に配付して

あります報告書の朗読をもってご報告させていただきます。平成２７年第３回常陸太田市議会定

例会において本委員会に付託された事件について，審査の結果を常陸太田市議会会議規則第１１

０条及び１４３条の規定によりご報告いたします。 

 事件番号，件名，審査結果の順にご報告いたします。 

 議案第４９号常陸太田市道路線の廃止について，原案可決すべきものと決定。 

 議案第５０号常陸太田市道路線の変更について，原案可決すべきものと決定。 

 議案第５１号常陸太田市道路線の認定について，原案可決すべきものと決定。 

 議案第６６号平成２７年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第１号）について，原案

可決すべきものと決定。 

 請願第３号ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する請願書，採択すべきものと決定。 

 以上，ご報告いたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○深谷秀峰議長 次，決算特別委員会，高星勝幸委員長の報告を求めます。高星委員長。 

〔決算特別委員長 高星勝幸議員 登壇〕 
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○決算特別委員長（高星勝幸議員） 決算特別委員会の審査の結果について，お手元に配付して

あります報告書の朗読をもって報告させていただきます。平成２７年第３回常陸太田市議会定例

会において本委員会に付託された事件について，審査の結果を常陸太田市議会会議規則第１１０

条の規定によりご報告をいたします。 

 議案第５２号平成２６年度常陸太田市一般会計歳入歳出決算認定について，原案認定すべきも

のと決定。 

 議案第５３号平成２６年度常陸太田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について，原案

認定すべきものと決定。 

 議案第５４号平成２６年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について，原

案認定すべきものと決定。 

 議案第５５号平成２６年度常陸太田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について，原案認定

すべきものと決定。 

 議案第５６号平成２６年度常陸太田市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について，原案認

定すべきものと決定。 

 議案第５７号平成２６年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について，

原案認定すべきものと決定。 

 次のページに参りまして，議案第５８号平成２６年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備

事業特別会計歳入歳出決算認定について，原案認定すべきものと決定。 

 議案第５９号平成２６年度常陸太田市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について，原案

認定すべきものと決定。 

 議案第６０号平成２６年度常陸太田市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について，原

案可決及び認定すべきものと決定。 

 議案第６１号平成２６年度常陸太田市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て，原案可決及び認定すべきものと決定。 

 以上，ご報告いたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 以上で委員長報告は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 これより討論を行います。議案第４６号，４８号，５２号，５３号，５４号，

５５号，６１号，以上７件について，討論の通告がありますので発言を許します。 

 ２０番宇野隆子議員。宇野議員。 

〔２０番 宇野隆子議員 登壇〕 

○２０番（宇野隆子議員） 日本共産党の宇野隆子です。私は，議案５２号平成２６年度常陸太
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田市一般会計歳入歳出決算認定についてを初め，議案５３号平成２６年度国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定について，議案５４号平成２６年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について，議案５５号平成２６年度介護保険特別会計歳入歳出決算認定について，議案６１号平

成２６年度工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について，議案４６号常陸太田市個

人情報保護条例の一部改正について及び議案４８号常陸太田市手数料条例の一部改正について，

以上７件について，反対の立場から討論を行います。 

 議案５２号一般会計歳入歳出決算認定についてです。 

 平成２６年度の国の予算が第２次安倍内閣の通年予算編成で，４月１日からの消費税８％への

値上げ，年金や生活保護基準の引き下げ，教育，農業，地方財政など軒並み削減を行うなど，国

民生活のあらゆる場面で負担増を押しかぶせるものとなりました。所得の減少，物価の値上がり，

消費税率の８％の増税は市民の暮らしや市内の中小業者にとって大変厳しい状況となっておりま

す。 

 歳入で見ますと，消費税率の引き上げを理由に本市の公共料金など全てにわたって引き上げら

れ，決算において約 5,０００万円の増となっております。 

 地方消費税交付金においては，税率１％から 1.７％に引き上げられ，前年度比で１億８４３万

円の増となりましたが，増税分が特に福祉予算に反映されたかといえば，十分ではなかったと思

います。 

 歳出決算前年度比較でいいますと，支出済額が予算現額に対して執行率９6.３％と，前年度比

で 1.４ポイントの増となっております。不用額が５億 3,３８０万 5,５４７円で，主に民生費１

億 4,３９７万円，衛生費 9,７７３万円，総務費 8,３２１万円，教育費 7,２０６万円，土木費 6,

６６５万円などが挙げられます。入札差金また事業費，消耗品費などの節減など，理由はさまざ

まあると思いますけれども，市民生活や営業に直結した予算が使い残されております。市民の暮

らし，福祉，安全を守る上で財源がないからできないという理由でやらなかったり，後回しにす

ることは認められません。 

 教育予算でいえば，小中学校普通教室へのエアコンの設置を求めてまいりましたけれども，本

議会で市長からエアコンの設置を行うとの答弁がありました。今，大変話題になっているところ

です。少子化対策，子ども・子育て支援などで県内をリードしている本市にあって，子どもの豊

かな成長を支援していく教育予算を増やし，小中学校の教育振興費の芸術鑑賞費や図書購入費へ

の充実を求めたいと思います。 

 消防費については災害対策費の充実を求めます。歳入の根幹を成す市税について，収入率は現

年課税分で９8.２％，滞納繰越分で３5.３％，全体で９5.０％となっております。前年度の収入

率より 0.５ポイント増になっております。全国的に行き過ぎた収納の強化が問題になっている自

治体がありますが，自治体の本来の責務にのっとって，生活実態をよく聞いて生活再建などへの

丁寧な相談に乗り，場合によってはこれまでどおり執行停止，不納欠損などの取り扱いも含めた

徴収の対策を求めます。 

 財政調整基金については，前年度決算で約２億 7,０００万円の積み増しで約４７億 5,０００万
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円，平成２６年度決算で約４億 2,０００万円の積み増しで，決算年度末現在額が５１億 6,６００

万円に上っております。財政調整基金は自由に使える普通貯金です。市民の暮らし，福祉，安全

など市民の暮らしをよりよくするために計画的な基金の取り崩しを求めます。ぜひ高過ぎて払い

切れない国保税の引き下げなどへの基金の活用を求めたいと思います。 

 次に，議案５３号国民健康保険特別会計の決算です。 

 国保税が高過ぎて，払いたくても払いきれない厳しい状況にあることは依然として変わってお

りません。国保加入世帯 8,０００世帯のうち，所得２００万円未満の世帯は８割を占めており，

加入世帯の５2.４％，4,１９１世帯が軽減の対象となっております。７割・５割・２割軽減のう

ち，７割の軽減対象世帯は５割・２割の軽減世帯の２倍以上になっており，低所得の世帯が圧倒

的に多い状況にあります。１人当たりの調定額７万 9,１０８円，これは４４市町村のうち４３位

であるとの答弁がされました。県の平均からかなり低い調定額となっておりますが，これは応能

応益の部分の平等割，世帯割の課税額にもよりますけれども，やはりここにも低所得者世帯が多

いことがわかります。国民皆保険と言われる国民健康保険ですが，非正規労働者が増加し，非正

規の人たちが国保に加入してきております。雇用が不安定化し，所得も下がり，社会保障の前提

条件が崩れてきている中で国保は低所得者の受け皿となっております。国保税が払いきれないほ

ど大きな負担となっているその大きな原因は国保財源に占める国庫負担金の割合にあります。現

在２５％ほどになっている国の負担をこれをもとに戻すこと，国保税を誰もが払える水準に引き

下げていくことが必要です。 

 高過ぎる国保税の引き下げを求めます。そのためには国庫支出金をもとに戻すこと，本市にお

いては一般会計法定外繰り入れを増額することを求めます。 

 医療費の削減にもつながります早期発見，早期治療のための保健事業費，人間ドック等健診の

補助金が増額されております。これは評価できます。今後，特定健康診査の１人当たり 1,０００

円の自己負担金は無料にしていくこと，続いて各種がん検診の自己負担金においても無料にして

いくことを要望いたします。 

 議案５４号平成２６年度後期高齢者医療特別会計の決算です。 

 高齢化が進み医療費給付が増加すると，自動的に保険料が値上げになる仕組みになっているこ

とから，年金で生活している７５歳以上の高齢者にとってはますます不安が高まります。７５歳

以上を別枠にして高齢者の医療費を削減しようとする差別的な医療制度は認められません。国に

対して後期高齢者医療制度は速やかに廃止すべきであるという立場から，この議案には反対をい

たします。 

 議案５５号平成２６年度介護保険特別会計の決算です。 

 保険給付のうち，当初予算額５０億 3,９５０万 6，０００円，補正予算額が１億 4,１３７万 3,

０００円，支出済額４８億 6,８９１万 8,４９１円，不用額３億 1,１９６万５０９円。このよう

な決算となっております。補正増額，約１億 4,０００万円増額しておりますが，不用額は約３億

1,０００万円と多額になっております。 

 介護サービスと諸費のうち，施設介護サービス給付費の不用額２億 1,１７２万円で一番多く，
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次に地域密着型介護サービス給付金の不用額が 6,１７８万円。次に居宅介護サービス給付費，こ

の不用額が 2,１４０万円となっております。施設介護サービスは入所数がつかめないという理由

もあると思いますけれども，施設やケアマネジャーと密に連絡をとりながら入所の把握に努めて

予算措置を図ってほしいと思います。 

 諸収入のうち雑入にあります介護予防のための事業ですけれども，栄養改善事業，１人当たり

３００円，口腔機能向上事業利用料１人当たり２００円，在宅介護リフレッシュ事業利用料１人

当たり 1,０００円の自己負担がありますけれども，これは介護保険の基金も多額に上っておりま

すし，十分無料にしていくことができると思います。少ない年金で生活するだけで精いっぱいの

高齢者が保険料を納めることができずに，決算で滞納繰越分普通徴収保険料調定額に対して収入

済額が４1.１％，不納欠損額が１7.６％，収入未済額４1.３％となっております。滞納すると介

護保険制度があっても制度を利用できないという介護なしの状態に置かれることになります。お

金の心配をしないで誰もが必要なサービスを安心して受けられるような支援策と，国に対しては

国庫負担額を増やすように求めます。また，介護保険支払準備基金が決算年度末現在高で４億 1,

９４６万 5,８９５円と多額に上っております。保険料の引き下げを求めます。 

 議案６１号平成２６年度工業用水道事業会計決算です。 

 給水事業所数が前年度と同様の３社となりました。営業収益は１事業所が契約水量 1,０００ト

ンを 1,５００トンに超過水量の増加によって給水収益が増になり，前年度より約６３６万円の増

となっております。しかし，一般会計からの多額の繰り入れによって事業が成り立っており，企

業会計として認められません。 

 次に，議案第４６号常陸太田市個人情報保護条例の一部改正について及び議案４８号手数料条

例の一部改正について，あわせて２件討論を行います。 

 この個人情報保護条例の一部改正ですけれども，マイナンバー制度ですが，次のような問題が

挙げられると思います。４点挙げました。 

 １点は，個人のプライバシーに関する秘密性の高い情報を国民に十分な説明もなく活用し実施

させることです。内閣府が９月３日に発表した世論調査では，マイナンバー制度を知っているが

４3.５％あるのに対して，内容は知らないが聞いたことがある，知らなかったを合わせると過半

数にも上ることも明らかになっています。 

 ２点目は，情報漏えいを防ぐ有効な対策もなく，より深刻なプライバシー侵害や犯罪を招くお

それを増大させる制度です。国民の大切な年金を管理する日本年金機構がサイバー攻撃を受けて，

１２５万件もの個人情報が流出しました。また，既に実施しているアメリカや韓国では，マイナ

ンバー制によって共通番号と個人情報がセットで大量流出して，プライバシー侵害，犯罪利用，

成り済まし被害が横行して社会問題となっております。さらに，共通番号の官民利用の推進，こ

れは情報を取り扱う人，場所が増え，不正利用や情報漏えいの危険が高まります。 

 ３点目は，費用対効果，これも十分検証をせずに莫大な血税を投入することになる制度です。

マイナンバーのシステム構築費用が，ほとんど活用されていない住基ネットが約３９０億円であ

るのに対して 2,９００億円と７倍に膨れ上がっております。しかし，費用対効果の検証は不透明
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です。また，中小企業や事業所にも大きな負担を強いる制度であります。 

 ４点目は，国民一人ひとりの収入と財産を把握し，税・保険料の徴収強化，社会保障の給付削

減を最大の目的としているために，住民票などコンビニで取得できる程度であり，これは国民に

とってメリットはほとんどない制度だと言えます。１００％漏えいを防ぐ完全なシステム，これ

は不可能であり，一度漏れた情報は流通・売買され取り返しがつかないこと，情報は集積される

ほど利用価値が高まり，攻撃されやすくなるなど，リスクの多いマイナンバー制度は中止すべき

です。 

 議案４８号手数料条例の一部改正についてです。 

 マイナンバー制度の施行に伴い，通知カードの再交付に係る手数料が新たに定められたという

条例ですけれども，個人情報保護条例一部改正について，これに関連しております。あわせて反

対をいたします。 

 以上７件につきまして，反対の立場からの討論を終わりにいたします。 

○深谷秀峰議長 以上で討論を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 議案第４６号常陸太田市個人情報保護条例の一部改正については，委員長報告のとおり，原案

可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○深谷秀峰議長 起立多数であります。よって，議案第４６号については，原案可決することに

決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４７号常陸太田市財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例の一部改正については，

委員長報告のとおり，原案可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第４７号については，原案可決すること

に決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 議案第４８号常陸太田市手数料条例の一部改正については，委員長報告のとおり，原案可決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○深谷秀峰議長 起立多数であります。よって，議案第４８号については，原案可決することに

決しました。 

            ──────────────────― 
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○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４９号常陸太田市道路線の廃止について，議案第５０号常陸太田市道路線の変更につい

て，議案第５１号常陸太田市道路線の認定について，以上３件については，委員長報告のとおり，

原案可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第４９号から議案第５１号まで，以上３

件については，原案可決することに決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 議案第５２号平成２６年度常陸太田市一般会計歳入歳出決算認定については，委員長報告のと

おり，原案認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○深谷秀峰議長 起立多数であります。よって，議案第５２号については，原案認定することに

決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 議案第５３号平成２６年度常陸太田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については，委

員長報告のとおり，原案認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○深谷秀峰議長 起立多数であります。よって，議案第５３号については，原案認定することに

決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 議案第５４号平成２６年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については，

委員長報告のとおり，原案認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○深谷秀峰議長 起立多数であります。よって，議案第５４号については，原案認定することに

決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 議案第５５号平成２６年度常陸太田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定については，委員長

報告のとおり，原案認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○深谷秀峰議長 起立多数であります。よって，議案第５５号については，原案認定することに

決しました。 
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            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５６号平成２６年度常陸太田市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について，議案第

５７号平成２６年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について，議案第５

８号平成２６年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て，議案第５９号平成２６年度常陸太田市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について，議

案第６０号平成２６年度常陸太田市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について，以上５

件のうち議案第５６号から議案第５９号までの４件については，委員長報告のとおり，原案認定，

議案第６０号については，委員長報告のとおり，原案可決及び認定することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第５６号から議案第５９号まで，以上４

件については，原案認定，議案第６０号については，委員長報告のとおり，原案可決及び認定す

ることに決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 議案第６１号平成２６年度常陸太田市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

ては，委員長報告のとおり，原案可決及び認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○深谷秀峰議長 起立多数であります。よって，議案第６１号については，原案可決及び認定す

ることに決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６２号平成２７年度常陸太田市一般会計補正予算（第２号），議案第６３号平成２７年

度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号），議案第６４号平成２７年度常陸太田市

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号），議案第６５号平成２７年度常陸太田市介護保険特

別会計補正予算（第２号），議案第６６号平成２７年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算

（第１号），以上５件については，委員長報告のとおり，原案可決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第６２号から議案第６６号まで，以上５

件については原案可決することに決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 お諮りいたします。 
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 請願第２号教育予算の拡充を求める請願については，委員長報告のとおり，採択することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，請願第２号については，採択することに決し

ました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 お諮りいたします。 

 請願第３号ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する請願書については，委員長報告のとおり，

採択することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，請願第３号については，採択することに決し

ました。 

            ──────────────────― 

 日程第２ 議案第６７号 

○深谷秀峰議長 次，日程第２，議案第６７号常陸太田市固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 議案の第６７号常陸太田市固定資産評価審査委員会委員の選任について，ご

提案を申し上げます。常陸太田市固定資産評価審査委員会委員の選任について，次の者を常陸太

田市固定資産評価審査委員会委員に選任をしたいので，地方税法第４２３条第３項の規定により

まして議会の同意を求めるものでございます。 

 選任をしたい者の住所，常陸太田市東二町２２３８番地の３。氏名は古川正美でございます。

生年月日は昭和３４年３月２８日です。 

 提案の理由につきましては，これまでも固定資産評価審査委員会委員をお努めいただきました

古川正美氏が平成２７年９月３０日をもって任期満了となりますので，その後任委員を選任する

ためご提案するものでございます。 

 なお，古川正美氏の略歴につきましては，参考までに添付をしてございますが，平成１５年１

０月以降，当市の固定資産評価審査委員会委員をお努めをいただいておりまして，再任をするこ

とでございます。議員各位のご同意をいただきますようによろしくお願いいたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

            ──────────────────― 
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○深谷秀峰議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６７号常陸太田市固定資産評価審査委員会委員の選任については，原案同意することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，議案第６７号については，原案同意することに決しました。 

            ──────────────────― 

 日程第３ 議員提案第３号 

○深谷秀峰議長 次，日程第３，議員提案第３号常陸太田の地酒で乾杯を推進する条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。５番。木村郁郎議員。 

〔５番 木村郁郎議員 登壇〕 

○５番（木村郁郎議員） 議長のお許しをいただきましたので，議員提案第３号についてお手元

に配付してございます文書の朗読をもってご提案申し上げます。 

 議員提案第３号常陸太田の地酒で乾杯を推進する条例の制定について，常陸太田の地酒で乾杯

を推進する条例を次のように制定するものとする。平成２７年９月１８日提出。提出者，常陸太

田市議会議員木村郁郎。賛成者，同じく成井小太郎，同じく黒沢義久，同じく益子慎哉，同じく

平山晶邦。 

 提案理由でございます。 

 古くから親しまれてきた常陸太田市の地酒の普及を促進するとともに，食文化の伝承，市内産

業の活性化，地産地消の推進・促進に資するため本条例を制定するものである。 

 次のページに参りまして，常陸太田市の地酒で乾杯を推進する条例でございます。 

 目的。第１条，この条例は，常陸太田市産の日本酒（以下地酒という）による乾杯を推進する

ことにより，地酒の普及促進を図るとともに，将来にわたって伝統の食文化を継承することによ

り，市内産業の活性化に寄与することを目的とする。 

 市の役割。第２条，市は地酒による乾杯とその普及の促進に積極的に取り組みを努めるものと

する。 

 事業者の役割。第３条，地酒の製造を業として行うもの（以下地酒製造業者という）は地酒普

及の促進に主体的に取り組むよう努めるものとする。２項，酒類を扱う事業を営むものは地酒の

普及の促進に関する市の役割及び地酒製造業者の取り組みに協力するよう努めるものとする。 

 市民の協力。第４条，市民は市及び事業者が行う地酒の普及を促進するための取り組みに協力

するよう努めるものとする。 
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 施行等への配慮。第５条，市，事業者及び市民はこの条例の実施に当たり，個人の嗜好及び意

思を尊重するよう配慮するものとする。 

 附則，この条例は公布の日から施行する。 

 以上，ご提案申し上げます。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議員提案第３号については，会議規則第３７条第３項の規定に

より委員会の付託を省略いたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第３号については，委員会の付託を

省略することに決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議員提案第３号常陸太田の地酒で乾杯を推進する条例の制定については，原案可決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第３号については原案可決すること

に決しました。 

            ──────────────────― 

 日程第４ 議員提案第４号 

○深谷秀峰議長 次，日程第４，議員提案第４号常陸太田市議会会議規則の一部改正についてを

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。３番藤田謙二議員。藤田議員。 

〔３番 藤田謙二議員 登壇〕 

○３番（藤田謙二議員） 議長のお許しをいただきましたので，議員提案第４号について，お手

元に配付してございます文書の朗読をもってご提案申し上げます。 

 議員提案第４号常陸太田市議会会議規則の一部改正について，常陸太田市議会会議規則の一部
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を改正する規則を次のように制定するものとする。平成２７年９月１８日提出。提出者，常陸太

田市議会議員藤田謙二。賛成者，同じく益子慎哉，同じく髙木将，同じく福地正文，同じく茅根

猛，同じく高星勝幸，同じく深谷渉，同じく木村郁郎。 

 提案理由でございますが，近年の男女共同参画の状況に鑑み，女性議員が活躍できる環境を整

備して議会を活性化し，よりよい住民サービスを実現するため，本規則の一部の改正を行うもの

でございます。 

 ２枚目をお開き願います。 

 常陸太田市議会会議規則の一部を改正する規則，常陸太田市議会会議規則の一部を次のように

改正する。 

 ３枚目をお開き願います。新旧対照表によりご説明いたします。 

 第２条の欠席の届け出でありますが，こちらは会議の規定の欠席届がありまして，第１項は文

言を整理し，第２項としまして，議員は出産のため出席できないときは日数を定めてあらかじめ

議長に欠席届を提出できることができるとの規定を新たに加えます。 

 次に，第９１条の欠席の届け出でありますが，こちらは委員会の規定の欠席届でありまして，

第１項は文言を整理し，第２項としまして，委員は出産のため出席できないときは日数を定めて

あらかじめ委員長に欠席届を提出できることができるとの規定を新たに加えます。 

 前のページに戻りまして，附則としまして，この条例は公布の日から施行する。 

 以上ご提案申し上げます。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議員提案第４号については，会議規則第３７条第３項の規定に

より委員会の付託を省略いたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第４号については，委員会の付託を

省略することに決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 
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 お諮りいたします。 

 議員提案第４号常陸太田市議会会議規則の一部改正については，原案可決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第４号については，原案可決するこ

とに決しました。 

            ──────────────────― 

 日程第５ 議員派遣について 

○深谷秀峰議長 次，日程第５，お手元に配付してあります議員派遣についてを議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議員派遣については地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１６７条の規定により，お

手元に配付いたしてありますとおりに決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議員派遣については，お手元に配付いたして

ありますとおりと決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 お諮りいたします。 

 ただいま議員提案第５号教育予算の拡充を求める意見書の提出についてが提出されました。こ

れを日程に追加し，議題とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第５号を日程に追加し議題といたし

ます。 

            ──────────────────― 

追加日程 議員提案第５号 

○深谷秀峰議長 議案を配付いたします。 

〔事務局議案を配付〕 

○深谷秀峰議長 配付漏れはありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 配付漏れなしと認めます。 

 提案理由の説明を求めます。６番深谷渉議員。深谷議員。 

〔６番 深谷渉議員 登壇〕 

○６番（深谷渉議員） ただいま議長よりご了承をいただきましたので，お手元の議員提案第５

号について文書の朗読をもってご提案申し上げます。 

 議員提案第５号教育予算の拡充を求める意見書の提出について。 

 上記について別紙のとおり決議し，地方自治法第９９条の規定により関係行政庁に意見書を提

出するものとする。平成２７年９月１８日提出。提出者，常陸太田市議会議員深谷渉。賛成者，

同じく藤田謙二，同じく宇野隆子，同じく髙木将，同じく川又照雄，同じく菊池伸也。 

 提案理由でございますけれども，政府においてはきめ細かな教育実現のための少人数学級推進，

教育の機会均等と水準の維持向上及び東日本大震災からの教育復興のため，教育予算を確保・充

実されるよう意見書をもって強く要望するものである。 

 次に参りまして，教育予算の拡充を求める意見書（案）。 

 子どもたちに豊かな教育を保障することは社会の基盤作りにとって極めて重要なことである。

特に学級規模の少人数化は保護者などの意見募集でも小学１，２年生のみならず，各学年に拡充

すべきものとの意見が大多数である。地方では独自の工夫で学級規模の少人数化を進めてきてい

るが，地方交付税削減の影響や厳しい地方財政の状況などから，自治体が独自財源で学級の少人

数化を拡充することが困難な状況になっている。 

 また，東日本大震災等において学校施設の被害や子どもたちのための心のケアなど教育の早期

復興のための予算措置，早期の学校施設の復旧など政府として人的・物的な援助や財政的な支援

に継続的に取り組むべきである。 

 したがって，教育予算を国全体としてしっかりと確保充実させるため，次の事項を実現される

よう強く要望する。 

 １，きめ細かな教育の実現のために少人数学級を推進すること。 

 ２，教育の機会均等と水準の維持向上を図るため，その根幹となる義務教育費国庫負担制度を

堅持すること。 

 ３，震災からの教育復興のための予算措置を継続して行うこと。 

 以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 平成２７年９月１８日，常陸太田市議会。提出先は内閣総理大臣・財務大臣・総務大臣・文部

科学大臣・内閣官房長官宛となります。 

 以上，ご提案申し上げます。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○深谷秀峰議長 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議員提案第５号については，会議規則第３７条第３項の規定に

より委員会の付託を省略いたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第５号については委員会の付託を省

略することに決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議員提案第５号教育予算の拡充を求める意見書の提出については，原案可決することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第５号については，原案可決するこ

とに決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 お諮りいたします。 

 ただいま議員提案第６号ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書の提出についてが提

出されました。 

 これを日程に追加し，議題とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第６号を日程に追加し議案といたし

ます。 

            ──────────────────― 

追加日程 議員提案第６号 

○深谷秀峰議長 議案を配付いたします。 

〔事務局議案を配付〕 

○深谷秀峰議長 配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 配付漏れなしと認めます。 

 提案理由の説明を求めます。５番木村郁郎議員。木村議員。 

〔５番 木村郁郎議員 登壇〕 
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○５番（木村郁郎議員） 議長のお許しをいただきましたので，議員提案第６号について，お手

元に配付してございます文書の朗読をもってご提案申し上げます。 

 議員提案第６号ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書の提出について。 

 上記について別紙のとおり決議し，地方自治法第９９条の規定により，関係行政庁に意見書を

提出するものとする。平成２７年９月１８日提出。提出者，常陸太田市議会議員木村郁郎。賛成

者，同じく成井小太郎，同じく黒沢義久，同じく益子慎哉，同じく平山晶邦。 

 提案理由でございます。国においては，農林水産分野の重要５品目などの聖域の確保を最優先

し，交渉脱退も含め，衆参両院の農林水産委員会における国会決議を遵守すること，並びに交渉

により収集した情報について，国民に十分な情報開示を行うことを意見書をもって強く要望する

ものである。 

 次のページに参りまして，ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書（案）でございま

す。 

 ７月２８日から４日間の日程で，米国・ハワイで行われていたＴＰＰ閣僚会合は当初から困難

な分野と言われていた知的財産権など，未解決の課題を残したまま終了した。 

 政府は米，麦，牛肉，豚肉，乳製品，甘味資源作物などの農林水産物の重要品目について，引

き続き再生産可能となるよう除外または再協議の対象とすることなどとした国会決議を遵守すべ

きである。 

 本市では，特に米，牛肉，豚肉，乳製品について，関税撤廃となれば甚大な影響が予想され，

農業者は廃業の瀬戸際に立たされる。 

 また，食の安全やＩＳＤ条項など，国民の暮らしや命に関わる重要課題について，不安を招来

させぬよう，毅然とした交渉姿勢を貫き通すべきである。 

 さらに，マスコミ報道で不安を抱いている全国の農業者に対し，懸念を払拭する十分かつ明確

な説明を行うべきである。 

 よって，国においては次の事項について実現されるよう強く求める。 

 １，農林水産分野の重要５品目などの聖域の確保を最優先し，交渉脱退も含め，衆参両議員の

農林水産委員会における国会決議を遵守すること。 

 ２，交渉により収集した情報について，国民に十分な情報開示を行うこと。 

 以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 平成２７年９月１８日，常陸太田市議会，提出先は衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，

農林水産大臣宛となります。 

 以上，ご提案申し上げます。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 質疑なしと認めます。 
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 以上で質疑を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議員提案第６号については，会議規則第３７条第３項の規定に

より，委員会の付託を省略いたしたいと思いますがこれにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第６号については，委員会の付託を

省略することに決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議員提案第６号ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書の提出については，原案可決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，議員提案第６号については原案可決すること

に決しました。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 以上をもって今期定例会の議事は全て議了いたしました。 

 閉会に先立ち，市長のご挨拶を願います。市長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 平成２７年第３回市議会定例会の閉会に当たりまして，ご挨拶を申し上げま

す。 

 まず初めに，このたび台風１８号の影響による大雨によって，常総市を初めとした鬼怒川流域

で被災をされた皆様には謹んでお見舞いを申し上げますとともに，一日も早く復旧復興されます

ことを心よりお祈りを申し上げます。今回の災害に際し，本市といたしましては，被害が甚大で

あった常総市に対し，救助捜索活動に消防職員を，避難所業務あるいはボランティアの対応並び

に給水活動の要員として一般職員並びに保健師を要請のあった日に派遣をいたしているところで

ございます。今後も被災地が真に必要とする支援につきまして，茨城県及び市長会等を通しまし

て実施をしてまいりたいと考えております。また，今回の災害に鑑みまして，本市における防災

対策につきましても見直しを図り，徹底をして被害を最小限にとどめるよう努めてまいりたいと

考えております。 

 次に，一昨日の全員協議会でご報告をいたしましたので繰り返しとなりますけれども，プレミ

アム付商品券の不適切な購入あるいは販売に関し，関係職員に対しまして，全体の奉仕者たるに
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ふさわしくない行為でありますことから，１６日付で関係職員の処分を行ったところでございま

す。今回の事態を厳粛に受けとめまして，今後二度とこのようなことが起こらないよう，綱紀粛

正に努め，職員の服務規律の一層の確保について徹底を図ってまいります。また，職員一同職務

に精励し，市民の皆様からの信頼回復に全力で取り組んでまいる所存でございます。 

 さて，今期定例会は，平成２６年度各会計の決算認定を初めといたしまする２６件の議案等に

つきましてご審議をいただきました。全案件につきまして，原案のとおり可決・認定・ご同意を

賜りまして，まことにありがとうございました。議員の皆様の慎重かつ熱心なご審議に対しまし

て，心から感謝と御礼を申し上げます。 

 また，審議の過程でいただきましたご意見や要望・ご提言につきましては，それぞれの趣旨を

十分配慮をして取り組んでまいりたいと存じております。 

 最後になりますが，時節がら，議員の皆様にはご自愛の上，ますますのご活躍をお祈り申し上

げますとともに，市政の進展，地域の活性化に向けた取り組みになお一層のご支援，ご協力を賜

りますようお願いを申し上げまして，閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○深谷秀峰議長 今期定例会は９月３日から本日まで１６日間，議員各位には本会議，委員会を

通し慎重にご審議を賜り，議事運営にご協力いただきましたことを心から感謝申し上げます。 

 以上をもって平成２７年第３回常陸太田市議会定例会を閉会いたします。 

午前１１時０８分閉会 
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